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社会保険労務士とは？
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Part 0
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昭和４３年に制定された社会保険労務士法に基づく国家資格者

社会保険労務士法（抜粋）
第１条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図
り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、
事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

全国 4４ ,０００人
東京都 １１，０００人

社会保険労務士

全国社会保険労務士会
連合会

社会保険労務士会
（４７都道府県）

会員
（約4４,０００名）

地域協議会
（全国６地域）

社会保険労務士とは？
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【１．人事労務管理の専門家】

■就業規則、賃金・退職金制度、評価制度など社内制度の
企画・立案、設計、運用

■労働時間管理、採用、退職、人材配置、定年、再雇用、
メンタルヘルス、安全衛生管理、企業年金、福利厚生、
助成金に関する相談対応

■個別労働関係紛争、労使トラブルの
未然防止、円満解決

■いきいき職場つくりの
コンサルテーション、アドバイス

具体的には・・・ 企業経営の３要素
（ヒト・モノ・カネ）のうち、
ヒトに関するエキスパート

5

社会保険労務士とは？
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【２．労働社会保険関係の専門家】
■健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害補償
保険法、雇用保険法、介護保険法、育児休業・介護休業法、
次世代育成支援対策推進法など約６０の法律が主な業務範囲

■上記法律等に関する書類作成・手続の代理
・入職、退職の際の届出等（労働社会保険の加入等）
・労働条件通知書・雇用契約書の作成
・休業補償、分娩費、出産・傷病手当の支給申請
・両立支援等助成金など各種助成金の支給申請
・賃金計算、労働者名簿・賃金台帳などの調製
・36協定等の指導、作成 など

具体的には・・・

6
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社会保険労務士とは？
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①会社の顧問社労士として
・・・経営パートナー、コンサルタント、手続業務、就業規則作成

②行政窓口（市役所、年金事務所）で相談員として
・・・行政協力者、臨時公務員

③個人のお客様から身近な法律家として
・・・職場トラブル、労働契約、雇用保険、

出産育児の給付、年金相談（老齢、遺族、障害、離婚分割）

医療機関に特化した労務管理の専門家として、
「医療労務コンサルタント」研修を修了した社労士が、
東京都医療勤務環境改善支援センターにおける
医療労務管理アドバイザーの業務を担当しています。

社会保険労務士とは？

Copyright © 2022 SR-Fukazawa.office All Rights Reserved. 7

どこにいるの？



・

•労働法（労基法、労働契約法）や労働保険（労災、雇用）、社会保
険（健保、介護）の相談対応と手続代行

・

•人事労務管理のコンサルティング（働くルールの整備、人事制度構
築、経営者や従業員さんの悩みもききます）

・
•公的年金とライフプラン情報の提供（唯一の年金の専門家です）
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社会保険労務士とは？

社会保険労務士は、
「労働・労務」と「社会保険」を
専門とする国家資格者です。
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働き方改革と医療機関への適用
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Part 1
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長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化
の原因や、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因。

長時間労働を是正すれば、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕
事に就きやすくなり、労働参加率の向上に結びつく。

経営者は、どのように働いてもらうかに関心を高め、単位時間当たりの労働生産性
向上につながる。
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WLB → ダイバーシティ推進 → 働き方改革
「働き方改革」は、働く人たちが、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、

自分で「選択」で きるようにするための改革。

働き方改革の意義

Copyright © 2022 SR-Fukazawa.office All Rights Reserved.

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
働き方改革はこのながれの集大成



• 安倍首相 初会合（平成28年9月27日）
「働き方改革は、社会問題であるだけでなく、経済問題です。
改革のポイントは、働く方により良い将来の展望を持っていただくことであります。」

• 改革テーマ（9項目）
①同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
②賃金引き上げと労働生産性の向上
③時間外労働の上限規制の在り方など長時間労働の是正
④雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない
教育の問題
⑤テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方
⑥働き方に中立的な社会保障制度・税制など女性・若者が活躍しやすい環境整備
⑦高齢者の就業促進
⑧病気の治療、そして子育て・介護と仕事の両立
⑨外国人材の受入れの問題 11
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働き方改革実現会議
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・労働力人口（働き手）が少ない社会で
社会を維持するためには・・・

なぜ「働き方改革」が必要なのか？

・女性・高齢者等の活躍が必要

・制約要因をなくそう！
－正社員の長時間かつ硬直的な労働時間
－非正規の低賃金と不安定な雇用

働き方改革

「働き方改革」とは？
・働き方改革は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、
自分で「選択」できるようにするための改革。

・上記を通じて、成長と分配の好循環を構築し、働く一人ひとりが、より
良い将来の展望を持てるようにすることを目指す。

「厚生労働省パンフレット 働き方改革～一応総活躍社会の実現に向けて（平成３０年４月）」および「令和２年度医療勤務環境改善
マネジメントシステムの普及促進等事業」医療機関の働き方改革セミナー 厚生労働省_講演資料（令和２年１０月）よりJMAR編集

働き方改革の必要性

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
〇少子高齢化による労働人口の減少を受け、働き方改革は産業共通の政策課題として検討され、働き方改革関連法が成立しました。



①複数の専門職集団の組織構造
それぞれの職種における管理者と労働者の混在

②労働法や労務管理の知識・法改正情報の重要性
法改正情報や通達について

③複雑な労働時間管理
特に医師の労働時間、宿日直、自己研鑽管理

⇒いきいき働くことのできる職場作りの重要性を
職場全体で考えることが大事です！ 13

Copyright © 2022 SR-Fukazawa.office All Rights Reserved.

医療機関における労務管理の課題と必要性

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
医療現場のあてはめていきます



働き方改革 ＝ 適切な労務管理
⇒企業経営の3要素である「ヒト、モノ、カネ」のうち
（医療現場では特に）「ヒト」が最も大切。
「ヒトを大切にする経営」が、労働者がいきいきと働ける環境をつくり、
生産性の高い職場、さらに好業績の企業をつくる。
このような組織こそが、良好な労使関係を築き、事業が健全に発展する。

⇒適切な労務管理を行うと
優秀な人材の確保・定着と

医療機関の経営上のメリットが期待できます！14
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働き方改革と労務管理
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「雇用の質」
の向上

経営の安定化

患者満足度
の向上

「医療の質」
の向上

人材の確保・定着
生産性の向上
スキル･アップ

安全で質の高い
医療の提供

患者から選ばれる
施設へ

勤務環境改善
に向けた投資

医療従事者、患者、経営にとって
WIN-WIN-WINとなるような好循環を作る

■医療従事者にとって
＝勤務負担の軽減、働きがいの向上など

■患者にとって
＝質の高い医療が提供される など

■経営にとって
＝コストの適正化、経営の質の向上など

Copyright © 2022 SR-Fukazawa.office All Rights Reserved.

医療機関における勤務環境改善の意義
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医療勤務環境改善マネジメントシステム「4つの領域」

1.働き方・休み方改善 労働時間管理

医師、看護職、コメディカルの負担軽減

2.職員の健康支援 生活習慣病対策

作業環境対策

3.働きやすさ確保のための環境整備 仕事と子育て、介護との両立支援

職員の安全確保

いじめ、ハラスメント対策

職場風土、環境の整備

人材定着化の視点

4.働きがいの向上 専門職としてのキャリアアップ支援

人事異動によるキャリアアップ

休業後のキャリア形成

Copyright © 2022 SR-Fukazawa.office All Rights Reserved.



■現在の勤務環境改善の取組から得られる経営上のメリットは「職員の定着・確保」で、次いで
「時間外労働時間のコスト削減」「職員満足度の向上」。

■また、医療の質や経営の安定性にも寄与することが示唆された。
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離職率が低下した

職員の時間外労働が減少した

人材が確保しやすくなった

職員が増えた

職員の満足度が向上した

診療報酬の加算の算定ができるようになった

患者の満足度が向上した/患者のクレームが減少した

病床の稼働率が向上した

インシデントやアクシデントが減少した/医療安全が改善・向上した

患者の受入れ人数が増加した

手術件数が増加した

経営指標が改善した

治療結果が向上した/死亡率や再入院率が減少した

その他

経営上のメリットは感じていない

％

＜勤務環境改善経営上のメリット＞
（n＝964）

勤務環境改善の取組みから得られる経営上のメリット

平成28年度 病院アンケート調査結果
平成28年度 医療勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組みに対する支援の充実を図るための調査･研究事業報告書より

平成29年度 厚生労働省委託事業
医療勤務環境改善マネジメントシステム
普及促進セミナー 資料より
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働き方改革関連法の概要

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第７１号）の概要」よりJMAR編集

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を
総合的に進めるため、「長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現」「雇用形態にかか
わらない公正な待遇の確保」等のための措置を講ずる

長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

１．労働時間に関する制度の見直し
（労働基準法、労働安全衛生法）

（１）時間外労働の上限について
（２）割増賃金率について
（３）年次有給休暇について
（４）高度プロフェッショナル制度の創設
（５）労働時間の状況の把握について

２．勤務時間インターバル制度について
（労働時間等設定改善法）

３．産業医・産業保健機能の強化
（労働安全衛生法等）

１．不合理な待遇さを解消するための規程の整備
（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法等）

２．労働者に対する待遇に関する説明義務
（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法等）

３．行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続き（行政ADR）の整備

18

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
〇働き方改革関連法は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に進めるため、「長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現」「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」等の措置を講ずることが明記されています。 
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項目名 規制の概要
中小企業規模の

医療機関※

それ以外の
医療機関

時間外労働
の上限規制

原則として月45時間、年360時間等とす

る罰則付きの上限規制を導入する（医師は
2024.4.1から適用。医師は上限水準も別途定める。）

医師を除き
2020.4.1から
適用

医師を除き
2019.4.1から
適用

割増賃金率
月60時間を超える時間外労働に係る割増
賃金率を50％以上とする

2023.4.1から
適用

（既に適用
あり）

年次有給休
暇

10日以上の年次有給休暇が付与される労
働者に対し、5日について、毎年時季指

定して与えなければならないとする（労
働者が時季指定したり計画的付与したも
のは除く）

2019.4.1から適用

労働時間の
状況の把握

省令で定める方法（現認や客観的な方法
となる予定）により把握をしなければな
らない

2019.4.1から適用

産業医
産業医が行った労働者の健康管理等に関
する勧告の内容を衛生委員会に報告しな
ければならないとする等

2019.4.1から適用
（但し、産業医の選任義務のある
労働者数50人以上の事業場）

※ 医療業における“中小企業”の基準
⇒企業単位でみて ｉ）資本金の額又は出資の総額が５千万円以下 又は ｉｉ）常時使用する労働者の数が100人以下
（なお、持分なし医療法人や社会福祉法人等の「資本金」や「出資金」がない法人格の場合は、法人全体の常時使用する労働者の数のみで判断する）

働き方改革関連法の医療機関への適用に関わる整理

「第８回医師の働き方改革に関する検討会（平成３０年７月） 参考資料より一部（年号標記）改

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
〇上記の留意点を踏まえた、働き方改革関連法の医療分野への適用のあり方を整理したものです。
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時間外労働の上限規制の導入

Copyright © 2022 SR-Fukazawa.office All Rights Reserved.
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医師の働き方改革の現状と目指す姿
 これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の

高度化、少子化に伴う医療の担い手の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが
予想される。

 こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとよ
り、患者・国民に対して提供される医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維
持していく上で重要である。

■ 地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスク・シ
フト／シェアの推進と併せて、医療機関における医師の働き方改革に取り組む必要がある。

【医師の長時間労働】
病院常勤勤務医の約４割が年960時間超、約１割が年1,860時間超
の時間外・休日労働

特に救急、産婦人科、外科や若手の医師は長時間の傾向が強い

【労務管理が不十分】 36協定が未締結や、客観的な時間管理が行われていない医療機関
も存在

【業務が医師に集中】 患者への病状説明や血圧測定、記録作成なども医師が担当

現
状

目
指
す
姿

労務管理の徹底、労働時間の短縮により医師の健康を確保する

全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする

質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供

「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について（社会保
障審議会_医療部会資料_令和３年２月）」より

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
スライド11、12は、改正医療法の考え方の基盤となった、医師の働き方改革の現状と目指すべき姿(スライド11)、および医師が所属する医療機関が働き方改革を通じて目指すべき姿（スライド12）について整理したものです。
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医療機関の働き方改革の目指す姿

医師を含め、医療機関で働くすべての人の働き方改革を進め、
誰もが、心身の健康を維持しながら、いきいきと医療に従事で
きる状況の実現

⇒ よりよい質の医療の提供へ

今は多忙な、医師をはじめとするメディカル
スタッフも、
・自己研鑽に十分な時間を割くことができる
・研究にも十分に力を注げる
・十分な休息で疲労を回復し、笑顔で働ける

そういう状況の実現

すなわち・・・

「令和２年度医療勤務環境改善マネジメントシステムの普及促進等事業」医療機関の働き方改革セミナー 厚生労働省_講演資料
（令和２年１０月）よりJMAR編集

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
笑顔でいきいきと働き続けられるそんな職場つくりをしましょうというのが、医療現場における働き方改革です。



医師の労働時間短縮計画の準備

23

Part 2

Copyright © 2022 SR-Fukazawa.office All Rights Reserved.

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それぞれの医療機関の特性に応じた医師の労働時間短縮計画の準備



2024年4月までのスケジュール

24

Section 1
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医療機関に求められる主な対応ポイント

（１）医療機関の特性の応じた適用分類
（ABC水準）

１．労働時間管理について

（２）具体的な労働時間の考え方
共通／①宿日直／②研鑽／③兼業・副業

２．健康確保について

（１）医師の健康確保の枠組み
（２）医療機関の特性別に求められる

措置の内容
（３）措置における面接指導に係る実施体制

３．労働時間短縮計画について

５．タスク・シフト／シェアについて

（１）労働時間短縮計画とは
（２）医師の労働時間短縮計画の項目例
（３）医師の労働時間短縮計画の

フォーマット（例）

４．その他の個別の取組事項について

（１）医師の労働時間短縮に向けた
緊急的な取組の概要

（２）医療機関（使用者）が
取組むべき推奨事項

（３）医師が取組むべき推奨事項

（１）タスク・シフト／シェアを進める
上での基本的な認識について

（２）タスクシフト／シェア可能なもの
の考え方

（３）医師の指示について
（４）現行法で実施可能な業務のうち

特に推進するもの
（５）タスク・シフト／シェアを

進めていく上での課題

25
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■2024年4月に向けたスケジュール

医療機関の特性に応じた上限規制の適用分類（ABC水準）

令和３年２月８日第 78 回社会保障審議会医療部会参考資料 より

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
〇医師の時間外労働の上限規制が本格導入される、2024年4月までの、スケジュールを整理しています。〇各医療機関が「地域医療確保暫定特例水準（B、連携B）」「集中的技能向上水準（C-1、C-2）」となるためには、まず「短時間勤務計画の策定」を実施し、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた上で、都道府県による特例水準医療機関の指定をうける流れとなります。
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時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用（2024.4～）

医療機関に適用する水準
年の

上限時間
面接指導

休息時間
の確保

Ａ（一般労働者と同程度） 960時間

義務

努力義務

連携Ｂ（医師を派遣する病院） 1,860時間
※2035年度末
を目標に終了

義務
Ｂ（救急医療等）

Ｃ-１（臨床・専門研修）
1,860時間

Ｃ-２（高度技能の修得研修）

地域医療等の確保

医療機関が医師の労
働時間短縮計画の案
を作成

評価センターが評価

都道府県知事が指定

医療機関が計画に基
づく取組を実施

医師の健康確保

面接指導

健康状態を医師が
チェック

休息時間の確保

連続勤務時間制限
と勤務間インター
バル規制（または
代償休息）

 前述した「Ⅰ．２．（１）医師の働き方改革の留意点」を踏まえ、医療機関で患者に対
する診療に従事する勤務医（診療従事勤務医）の時間外労働の水準については、その勤
務先医療機関の特性に応じて決められる仕組みとなった。

 医療機関の特性に応じて適用される水準ごとの、具体的な上限規制の概要は下記である。

医療機関の特性に応じた上限規制の適用分類（ABC水準）

「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について（社会保
障審議会_医療部会資料_令和３年２月）」より

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
〇医療機関で診療に従事する医師（勤務医）の時間外労働の水準については、その勤務先医療機関の特性に応じて決められる仕組みとなりました。〇医療機関の特性に応じて適用される水準毎の、具体的な上限規制の概要をスライド16の後段に示しています。
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１つの医療機関内
医療機関に
必要な指定

36協定で締結で

きる時間外労働の
上限（一般則）

医師に適用される水準

36協定で定めるこ
とができる時間

実際に働くことが
できる時間

Ａ水準の業務に従事
する医師

ー
【原則】
月45時間、
年360時間

【臨時的な特別の
事情で労使合意の
場合】
年720時間、複数月
平均80時間以内

（休日労働を含
む）、月100時間未

満（休日労働を含
む）
（月45時間を超え

ることができるの
は、年間６か月ま
で）

年960時間以下 年960時間以下

地域医療確保のため
に派遣され､通算で⻑
時間労働が必要とな
る医師

連携Ｂ 年960時間以下 年1,860時間以下

Ｂ水準の業務に従事
し、⻑時間労働が必
要となる医師

Ｂ 年1,860時間以下 年1,860時間以下

⻑時間、集中的に経
験を積む必要のある
研修医及び専攻医

Ｃ-１ 年1,860時間以下 年1,860時間以下

特定の高度な技能の
修得のため集中的に
長時間修得する必要
のある医師

Ｃ-２ 年1,860時間以下 年1,860時間以下

 やむを得ず、一般の労働者に適用される時間外労働の上限時間を超えて医師が働かざるを得ない場合には、医師の健康、医療の質を確
保するために、追加的健康確保措置（一般労働者について労働基準法第 36 条第４項の限度時間を超えて労働させる場合に求められてい
る健康福祉確保措置に加えた措置）を行う

■医師の時間外労働規制について

医療機関の特性に応じた上限規制の適用分類（ABC水準）

「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ（令和２年１２月）」よりJMAR編集

Ａ
水
準
以
外
の
各
水
準
は
、
指
定
を
受
け
た
医
療
機
関
に
所
属
す
る
全
て
の
医
師
に
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
指
定
さ
れ
る
事
由
と
な
っ
た
業
務
に
従
事
す
る
医
師
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。
所
属
す
る
医
師
に
異
な
る

水
準
を
適
用
さ
せ
る
た
め
に
は
、
医
療
機
関
は
そ
れ
ぞ
れ
の
水
準
に
つ
い
て
の
指
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
〇各水準の医療機関に勤務する医師の時間外労働の上限規制に関して、表に整理しています。〇ここで留意すべきことは、Ａ水準以外の各水準は、指定を受けた医療機関に所属する全ての医師に適用されるのではなく、指定される事由となった業務に従事する医師にのみ適用されます。ですので、所属する医師に異なる水準を適用させるためには、医療機関はそれぞれの水準についての指定を受ける必要があります。なお、対象医療機関の指定の枠組みとしては、・指定の申請の主体：各医療機関の開設者・指定の申請先：都道府県・指定の有効期間：３年　　　　　　　　　　　　です。〇医師に適用される水準の時間数は、その時間までの労働を強制するものではなく、労使間で合意し、36協定を結べば働くことが可能となる時間であることに留意する必要があります。やむを得ず、一般の労働者に適用される時間外労働の上限時間を超えて医師が働かざるを得ない場合には、医師の健康、医療の質を確保するために、追加的健康確保措置（一般労働者について労働基準法第 36 条第４項の限度時間を超えて労働させる場合に求められている健康福祉確保措置8に加えた措置）を行う必要があります。



Ｃ-２

■医師の時間外・休日労働規制について（全体概要）
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医療機関の特性に応じた上限規制の適用分類（ABC水準）

詳細
後述

「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ（令和２年１２月）」参考資料より

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
〇医師の時間外・休日労働規制に関する全体概要について整理しています。上段で各水準別の時間外労働の上限について改めて整理し、下段では、同じく各水準別の「追加的健康確保措置（詳細後述）」を整理しています。
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厚生労働省「令和３年度 医療従事者の勤務環境改善のための助⾔及び調査業務」アドバイザー研修会資料
「勤改センターに今後求められること」

評価受審のスケジュール
（2024年4月に指定が間に合うためには・・・）
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評価受審のスケジュール
（2024年4月に指定が間に合うためには・・・）

準備のめやす
①医師の労働時間の調査・適正把握
②指定を受ける水準を予測する
③時短計画を作成する

⇒ここまでを今年度中に！

④評価センターの受審
⇒来夏までに！

⑤東京都への指定申請
⇒来秋までに！

Copyright © 2022 SR-Fukazawa.office All Rights Reserved.



▪ 地域の好事例（病院）の情報収集

▪ 労働時間の客観的把握

▪ 時短計画の作成支援

▪ 宿日直許可申請のフローと必要書類

→ いきサポを効果的に活用しましょう！

32Copyright © 2022 SR-Fukazawa.office All Rights Reserved



医療機関勤務環境評価センター

評価センターや評価受審の手続きなどの情報収集

33Copyright © 2022 SR-Fukazawa.office All Rights Reserved

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
先月評価センターのHPがかいせつされました。評価受審についての情報収取にご活用ください



医師の労働時間短縮計画

34

Section 2
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2023年度末までについて、
○時間外・休日労働が年960時間を超える医師が勤務する医療機関に対して、
・労働時間短縮計画の作成
を努力義務とする
・当該計画の都道府県への提出

を任意とし、都道府県は提出を受けた場合には、当該医療機関に対し、情報
提供や助言等を行う

提出後に計画の変更を行った場合には、変更後の計画を都道府県へ提出する

○特例水準対象医療機関の指定を受ける医療機関は、労働時間短縮計画案の
内容について、医療機関勤務環境評価センターによる評価を受審する※計画
案には、その時点の取組実績と今後の取組目標を記載

今般、上限規制の適用前（2023年度末まで）における労働時間短縮計画の作成

を努力義務とするとともに、計画に基づく取組を実施する医療機関に対して都
道府県が支援を行うことで、対応可能な医療機関から取組を促していく枠組み
とした。

労働時間短縮計画とは

「医師労働時間短縮計画策定ガイドライン（案）」（令和３年８月）よりJMAR編集

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
〇医師の時間外勤務の上限規制の適用前（2023年度末まで）における、労働時間短縮計画の作成が努力義務とされました。計画に基づく取組を実施する医療機関に対して都道府県が支援を行うことで、対応可能な医療機関から取組を促していく枠組みとなっています。
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記載項目例

共
通
記
載
事
項

①労働時間数

・年間の時間外・休日労働時間数の平均
・年間の時間外・休日労働時間数の最長
・年間の時間外・休日労働時間数 960～1,860 時間の人数・割合
・年間の時間外・休日労働時間数 1,860 時間超の人数・割合

②労務管理・
健康管理

・労働時間管理方法
・宿日直許可の有無を踏まえた時間管理
・医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等
・労使の話し合い、36 協定の締結
・衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制
・追加的健康確保措置の実施

③意識改革・啓発
・管理者マネジメント研修
・働き方改革に関する医師の意識改革
・医療を受ける者やその家族等への医師の働き方改革に関する説明

④作成プロセス
・各職種が参画する委員会や会議、チーム等において計画の検討を行い、
策定したか
・計画内容について医師にきちんと周知されているか

医師労働時間短縮計画の項目例 （その１）

次頁へ

「医師労働時間短縮計画策定ガイドライン（案）」（令和３年８月）より

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
〇医師労働時間短縮計画の項目例（必須記載事項、任意記載事項）を示しています。
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記載項目例

任
意
記
載
事
項

①タスク・シフト／
シェア

・職種毎に推進するもの
（看護師、助産師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学

技士、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師事務作業補助者その
他の職種）

②医師の業務の
見直し

・外来業務の見直し
・宿日直の体制や分担の見直し
・宿日直中の業務の見直し
・オンコール体制の見直し
・主治医制の見直し
・副業・兼業先の労働時間も踏まえた勤務シフトの管理

③その他の勤務環境
改善

・ＩＣＴその他の設備投資
・出産・子育て・介護など、仕事と家庭の両立支援
・更なるチーム医療の推進

④副業・兼業を行う
医師の労働時間の管
理

・副業・兼業先の労働時間も踏まえた勤務シフトの管理（再掲）
・副業・兼業先との勤務シフトの調整
・副業・兼業先への医師労働時間短縮の協力要請

⑤Ｃ-１水準を適用す

る臨床研修医及び専
攻医の研修の効率化

・教育カンファレンスや回診の効率化
・効果的な学習教材・機材の提供による学習環境の充実
・個々の医師に応じた研修目標の設定とこれに沿った研修計画の作成

「医師労働時間短縮計画策定ガイドライン（案）」（令和３年８月）より

医師労働時間短縮計画の項目例 （その２）
前頁よりつづき
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医師労働時間短縮計画 （ひな形）

「医師労働時間短縮計画策定ガイドライン（案）」（令和３年８月）より

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
〇「医師の働き方改革の推進に関する検討会」で提示された、医師労働時間短縮計画のフォームイメージ（ひな形）を示しています。
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 医師、看護師、薬剤師、事務職員等の幅広い医療スタッフの協力の下、一連の過程を
定めて継続的に行う自主的な勤務環境改善活動を促進することにより、快適な職場環
境を形成し、医療スタッフの健康増進と安全確保を図るとともに、医療の質を高め、
患者の安全と健康の確保に資することを目的として、医療機関における「医療勤務環
境改善マネジメントシステム」の導入が進められている。

 計画を作成する際も、医療法第30条の19に基づく努力義務が課されている「医療勤務

環境改善マネジメントシステム」のＰＤＣＡサイクルを活用して、各医療機関におい
て、医師を含む各職種が参加する合議体で議論し、対象医師に対し計画内容を説明
し意見交換する等の手順を踏むことが必要とされる。

 例えば、以下のような方法が考えられる。
・理事長・院長等経営トップ主導のトップダウンによるチームの組成
・問題意識・解決意欲の高い医療スタッフ主導のボトムアップによるチームの組成
・人事・事務部門が中心となったプロジェクト・チームの組成
・既存の委員会（安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会、業務改善委員会等）
や会議の活用

いずれの方法による場合も、勤務環境改善の取組は、医療機関全体に関わる課題であ
るため、様々な職種・年代のスタッフを参加させることが重要である。

医師労働時間短縮計画の策定の流れ

次頁へ

「医師労働時間短縮計画策定ガイドライン（案）」（令和３年８月）より

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
〇医師労働時間短縮計画の策定の流れを示しています。医師労働時間短縮計画の策定で、医療法第30条の19に基づく努力義務が課されている「医療勤務環境改善マネジメントシステム」のPDCAサイクルを活用して、各医療機関において、医師を含む各職種が参加する合議体で議論し、対象医師に対し計画内容を説明し意見交換する等の手順を踏むことが期待されます。
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 医療機関においては、勤務医を対象とした説明会を開催し、計画の内容について理解
を深めるとともに、計画の内容及びその進捗状況について、意見交換の場を設けるこ
とが望ましいです。働き方改革に関するチームを医療機関内の正式な組織として位置
付け、医療機関として本気で取り組んでいく方針を医療機関内に示すことも効果的で
ある（「医療分野の「雇用の質」向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導
入の手引き」参照）。

 また、作成された計画や連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の指定申請に当たって作成した計画の案
は、今後の医療機関としての取組の方向性を示すものであるため、院内に掲示する等
により継続的にその内容の周知を図ることも重要である。

医師労働時間短縮計画の策定の流れ

「医師労働時間短縮計画策定ガイドライン（案）」（令和３年８月）より

医師労働時間短縮計画は
医師だけの問題ではなくて、
医療機関全体で取り組むべきものであります！
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東京都医療勤務環境改善支援センターにおける
「医師の労働時間短縮計画」の作成支援

41

Part 3
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■時短計画の作成の支援 令和3年4月より モデル病院にてスタート

■支援の相談 令和3年秋以降、支援の依頼が急増している

＜訪問メンバー＞
・東京都支援センター：東京都福祉保健局 担当者（１～２名）
・経営担当：医業経営コンサルタント（１～２名）
・労務担当：社会保険労務士（１～２名） ・・・計３～６名で訪問

４月〇日
初回訪問

支援センターの説明
医療機関の現状分析

５月～１２月
訪問（ ６－８回）

チェックリストの項目確認
⇒課題抽出

３月までに
最終訪問

時短計画（案）作成
⇒今後の課題を整理

原則月１回訪問

42

東京都医療勤務環境改善支援センターの取組み

課題の項目について
勤務環境改善のためのPDCAをスタート！
２０２４年までに間に合うように！
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東京都勤務環境改善支援センター 相談件数の推移

0
50

100
150
200
250
300
350
400

R1 R2 R3 R4

電話 訪問
時短計画の作成支援開始

100

R4は8月までの実績からの予測値

相談内容 ベスト３

▪ 労働時間の客観的把握

▪ 時短計画の作成支援

▪ 宿日直許可申請

31
6

40
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＊評価受審の準備

初回訪問
支援センターの説明
医療機関の現状分析

訪問（ 月１回）
チェックリスト/ヒアリング実施

⇒課題抽出

最終訪問
時短計画作成

⇒評価受審の準備

■時短計画の作成支援

＊現状把握
＊時短計画の概要説明
＊目標設定
（A/B、連携B/C1、C2）
＊アドバイザーによる支援に
ついて説明

＊スケジュール確認
＊チェックリストの活用方法
説明

＊チェックリストのチェック
＊担当部署のヒアリング
＊改善項目を抽出
＊改善計画と方法を検討

支援の途中で必ず出てくる「クリアすべき課題」
・労働時間の客観的な把握（自院・外勤先、兼業届）
・宿日直許可取得に向けての準備
・自己研鑽ルール
・タスクシフト/シェア
・インターバル

基本的に３ヶ月～半年間で支援

東京都医療勤務環境改善支援センターの訪問指導

＋支援の途中で、組織力向上支援として研修を行うこともあり
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東京都医療勤務環境改善支援センターのチェックリスト１

Copyright © 2022 SR-Fukazawa.office All Rights Reserved.

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
私たちの時短計画の作成支援は原則として月1回訪問し、チェックリストの項目（進捗状況）を担当者と確認する作業を行っている。シンプルで地味な作業であるが、これにより院内の課題や魅力が一気に見えてくる。この会議には毎回でなくとも理事長や院長が同席してくださると改善の取組みが一気に前進するという印象を持っている。何よりTopの本気度と発信が重要であるということを感じる。
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東京都医療勤務環境改善支援センターのチェックリスト２
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東京都医療勤務環境改善支援センターのチェックリスト３
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１、労働時間管理
労働時間の現状把握ができているか（客観的な労働時間管理の難しさ）
在院時間のみ把握している
労働時間と休憩・自己研鑽の線引きが難しい

２、労務管理
労務管理の方法・責任者・事務の統括部署が明確に存在するか
36協定、宿日直許可の有無
兼業副業のルールを定めているか
医療機関において自己研鑽のルールを定めているか

３、健康管理
衛生委員会、健康確保措置、面接指導の実施体制は
健康診断の結果の取扱いと産業医のかかわり
医療機関において代償休息の付与のルールを定めているか
連続勤務時間制限や勤務間インターバルを確保しているか
ハラスメント防止の体制

チェックリストから見えてくる課題 よくある質問・相談 １

Copyright © 2022 SR-Fukazawa.office All Rights Reserved.



49

４、就業規則など院内ルール
就業規則や育児介護休業規程などの諸規程が働き方改革関連法の改正事項を反
映しているか
就業規則等を職場内で周知しているか

５、タスク・シフト／シェアの実施
タスク・シフト/シェアが可能な業務について明確にしているか
タスク・シフト/シェアを妨げていないことを確認しているか
タスク・シフト/シェアについて検討・推進されているか
特定行為研修修了者の活用等、実施・検討しているか

など

チェックリストから見えてくる課題 よくある質問・相談 ２

Copyright © 2022 SR-Fukazawa.office All Rights Reserved.

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
はじめは何をすべきか全くわからなかった。問題が見つかったらまずいと思った。パンドラの箱をあけてよいのか悩んだ。数か月毎月アドバイザーと会って質問して相談して、院内の課題が今の時期にみえてきてよかった。2024年までにやるべきことがはっきりしたので、非常にすっきりした気分。院長も問題を共有してくれた。理事長がTOPセミナーに参加して勉強している。時短計画の作成が意外に面倒なので、医師全員を960時間以内の勤務で調整できないかA水準病院を目指せないかと検討したい。



１，A病院（二次救急、地域の中核病院）
◆東京都の事前調査

B水準（申請予定、外科・産婦人科）
◆チェックシートによる現状分析・課題抽出支援
★改善が必要だと思われる項目
・自己研鑽のルール
・36協定の状況（過半数代表者の選出、上限時間、医師の意見をくみ取る仕組み）
・宿日直、当直の取扱い
・自院と副業兼業先の労働時間管理
・産業医の活用、保健師の活用など院内の制度作り
・代替休息、休日の定義
★960時間超の医師が3名のみであると分かった。

◆院長先生がTOPマネジメント研修を受講された
「960時間以内におさめる必要がある。」と認識されて、
タスクシフティング（医師事務作業補助者）や地域連携担当（事務職）を積極的に導入した。

約1年間支援した結果・・・ 2024年度に向けて時短計画の作成は準備するが、
2024年までに全医師960時間以内（A水準）を目指すこととなった。

さいきんの相談事例（時短計画の作成支援）

POINT！
・勤務実態調査
・管理職の確認 を行った
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2，B病院（二次救急、地域の中核病院）
◆東京都の事前調査
まったく何から手をつければよいか分からない。

◆チェックシートによる現状分析・課題抽出支援
★改善が必要だと思われる項目
・医師の働き方改革についての理解
・労働時間の把握（そもそも医師にお願いできない）
・自己研鑽のルール（なし）
・36協定の状況（実態との乖離）
・宿日直、当直の取扱い
（昔に宿日直許可を受けているはず。労基署に門前払いされた経験があり、相談に行くことを控えていた。
大学から宿日直許可を取得するようにと言われている。）
・副業兼業先の労働時間管理
・産業医の活用がされていない
・代替休息、休日の定義
★連携B水準、C-1水準を申請することになりそう。
◆院長先生がTOPマネジメント研修を受講された
月の時間外労働100時間超の医師に院長が電話して様子をきく。

1年半支援した結果・・・ あともう少しで時短計画を作成できるところまでたどり着いた。

さいきんの相談事例（時短計画の作成支援）
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評価受審のスケジュール
（2024年4月に指定が間に合うためには・・・）

準備のめやす
①医師の労働時間の調査・適正把握
②指定を受ける水準を予測する
③時短計画を作成する

⇒ここまでを今年度中に！

④評価センターの受審
⇒来夏までに！

⑤東京都への指定申請
⇒来秋までに！
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＊医療勤務環境改善のための
PDCAサイクルをまわす準備

初回訪問
支援センターの説明
医療機関の現状分析

訪問（ ２・３回目）
アンケート/ヒアリング実施

⇒課題抽出

最終訪問
まとめ報告

⇒今後の課題を整理

●現状分析・課題抽出型支援

＊支援センターの概要説明
＊現状分析と課題抽出方法につい
て話し合い

＊アンケートや職場ヒアリング
の実施

●課題選択型支援（平成29年度より）
医療機関が選択した課題に対し、助⾔や事例紹介により改善の方策を提案する

⇒あくまでも医療機関における自主的な取組みのお手伝い

初回訪問
現状確認

課題等意見交換

訪問（２・３回目）
改善に向けた

アドバイス・事例紹介

最終訪問
改善計画策定フォロー
⇒今後の計画を策定

労務管理相談：①労働時間等設定改善 ②雇用契約・人事制度 ③両立支援制度 ④ﾊﾗｽﾒﾝﾄ・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策
医業経営相談 ⑤離職率の改善 ⑥院内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの改善 ⑦業務の効率化 ⑧人材基礎力育成

基本的に３ヶ月～半年間で支援
53

東京都医療勤務環境改善支援センターの訪問指導
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■導入支援：
勤務環境改善に向けた医療機関の取組みの第一歩を支援します！
◆現状分析・課題抽出支援
「何から取り組むべきかわからない」「職員の満足度（意識）から課題を把握した
い」などの医療機関を対象に、チェックリストを活用した職員アンケート調査を実
施するとともに、管理者・職員へのヒアリング等から、課題及び魅力の抽出を行い、
改善計画策定までを支援します。
◆課題選択型支援（労務管理相談・医業経営相談）
労働時間の管理や職員の労働条件等の労務管理、又は、業務の効率化や人材確保・
育成等の医業経営に関して、専門家の助⾔が必要と考える医療機関を対象に、その
相談事項（1つ）について、専門的視点に基づきアドバイスを行い、改善計画策定ま
でを支援する。

■組織力向上支援：
医療機関等へ研修講師（社労士・医業経営コンサルタント）を派遣します！
医療勤務環境改善のためのPDCAサイクルをまわす準備のための研修
（労務管理の基礎・働き方改革・ハラスメント対策・・・）

＋ ■随時相談：
勤務環境改善に関する全般の相談に応じます！

54

東京都医療勤務環境改善支援センターの取組み
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まとめ
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Part 4
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さいごにお伝えしたいこと
（社労士からのメッセージ）

■働き方改革とは適切な労務管理
働き方改革で「ヒトを大切にする職場作り」を実現する！

■医師の労働時間短縮計画は医療機関全体の課題として取り組む！
■2024年4月に間に合うように、
第三者（東京都勤改センター）の力を少しかりてみる

■ 「ヒトを大切にする職場作り」は経営上のメリットにつながる

56
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ご静聴いただき
ありがとうございました

社会保険労務士 深澤 理香
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